
亀 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。  

  令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ９ 号  

 

   亀 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

 亀 山 市 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 規 則 第 ９ 号 ）  

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

様 式 第 ４ 号 中 「 ３  任 意 代 理 人 に よ る 請 求 の 場 合 は 、 １ の 書 類 の

ほ か 、 本 人 の 印 鑑 証 明 書 を 添 付 し た 代 理 関 係 を 明 ら か に す る 委 任 状  

               「 ３  任 意 代 理 人 に よ る 請 求 の 場  

                ４  「 請 求 内 容 の 区 分 」 に お い  

合 は 、 １ の 書 類 の ほ か 、 本 人 の 印 鑑 証 明 書 を 添 付 し た 代 理 関 係 を 明  

て 「 １  閲 覧 」 を 選 択 し た 場 合 で あ っ て も 、 閲 覧 し た 文 書 の 全 部 又  

ら か に す る 委 任 状 の 提 示 又 は 提 出 が 必 要 で す 。  

は 一 部 に つ い て 、 そ の 写 し の 交 付 を 受 け る こ と が で き ま す 。 な お 、  

 

交 付 す る 写 し の 枚 数 又 は 内 容 に よ り 、 交 付 が 後 日 に な る 場 合 が あ り  

 

ま す 。 」  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

の 提 示 又 は 提 出 が 必 要 で す 。 」 を  

に 改 め る 。  


